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医業承継の形態

医療保健事業

事業廃止する 事業を継続（承継）する

個人診療所の場合 医療法人の場合

① 親族への承継
② 第三者への承継

③ 親族への承継
④ 第三者への承継
⑤ 他の医療法人との合併
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個人診療所の場合（生前承継）
前院長診療所の廃業と後継者の開業手続 同一場所での承継

手続 保健所 厚生局 税務署 など
厚生局 保険医療機関指定申請

（同一地で承継 遡及願有 患者、診療録の引継）

（１）親族への承継

①土地建物の取扱

賃貸 譲渡 贈与

②医療機器等事業用資産の取扱

賃貸 譲渡 贈与

有償によるもの 無償によるもの

生計が同一 賃貸借は無いものとされる 減価償却費や維持費用等は承継者
の事業所得の必要経費となる

生計が別 貸主に賃貸による事業所得や不
動産所得が発生

減価償却費や維持費用等は承継者
の事業所得の必要経費にならない
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③借入金の承継

債権者（金融機関等）の同意必要

④スタッフの承継または解雇

継続雇用 or 解雇

どちらにしても後継者自身の明確な経営方針必要

経営方針の周知徹底 コミュニケーション要

⑤前院長への退職金の支払

支給することは出来ない

⑥前院長へ給与の支払

親と子の生計が別 子が支払う給与は、子の事業所得の計算上必要経費となる
ただし、他の使用人と同様の支給基準であること
勤務実態に応じて適正額の範囲であること

親と子の生計が一 支払う給与は、子の事業所得の計算上必要経費にならない
ただし、青色専従者給与要件を満たせれば必要経費

税理士法人 ＪＰコンサルタンツ ㈱ＪＰコンサルタンツ



（２）第三者への承継

①土地建物の取扱

賃貸 譲渡 贈与

②医療機器等事業用資産の取扱

賃貸 譲渡 贈与

③営業権（のれん代）の評価

営業権とは

「営業規模や経営努力が他の同業者と格別異なるほどの

こともないのに、通常の水準を超える高利益を継続し

て上げている場合、その水準を超える利益を超過利益

といい、超過利益を継続的に安定して生み出す無形の

源泉を元本財産に見立てて営業権という」

営業権の評価 「簡易方式による評価」

「利益還元方式による評価」

・一般的には、医業収入の3カ月分を上限として

直近３年間の利益の平均額
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④スタッフの承継または解雇

いったん退職を願いその時点で前院長から退職手当

等の精算を行い、その後後継者が旧スタッフと面談

して就業希望者の可否を判断する。

医療法人診療所の場合
開設者 ＝ 医療法人

管理者 ＝ 理事長（院長）
以上の様に所有と経営が分離

・所有の承継 出資持分の移転（経過措置型医療法人の場合）

・経営の承継 理事長の交代
・閉院手続を必要としない
・法人所有の事業用財産の承継
・個人所有の事業用財産の承継 譲渡 賃貸
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（１）親族への承継

子が医療法人の理事に就任している

社員総会で子を理事(社員）に選任する

子を理事に選任した社員総会の議
事録、新役員の就任承諾書及び履
歴書、印鑑証明書等を添付して、遅
滞なく都道府県知事等に役員変更
届を提出する

理事会で理事長を交代する旨の決議を行う

理事長を交代した場合には２週間以内に所轄の法務
局に新理事長の氏名及び住所を登記する。

登記終了後、遅滞なくその旨を都道府県知事等に届
け出る。（登記事項変更登記完了届の提出）

Yes no

①理事長の引継（経営の承継） 理事長を子に交代する
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②出資持分の移転（所有の承継）

医療法人の出資持分の移転 贈与 譲渡

（２）第三者への承継

出資持分の評価 慎重に行う必要あり

借入金 前理事長の個人補償の整理 隠れ債務

過去の医療事故等への危険担保必要

前理事長個人所有の事業用資産 譲渡か賃貸か

熟慮が必要な事項が多い！！

①前理事長が退社して承継する場合
持分あり医療法人の出資社員が退社した場合には
その出資額に応じて払戻しを受ける権利を有する。
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越える部分
配当所得

出資時 払戻時

②譲渡により後継者に出資持分を承継させる場合

医療法人の出資持分の社員間の譲渡については

「定款に反しない限り容認される」とされている。

持分あり社団医療法人の出資持分は、｢有価証券」に該当

するため譲渡所得として前理事長に課税

社員間の譲渡とするため承継前に後継者が社員の身分を

獲得しておくことが重要

出資額 出資額 払戻し

含み益
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（３）他の医療法人との合併
事業承継の一手法 後継者が不存在の場合など

合併により事業承継
都道府県知事等の認可が必要

合併の形態

形態
新設合併 当事者間の医療法人が解散し、新たな医療法人を設立する。

吸収合併 1つの医療法人が存続したまま、その他の医療法人が解散する。
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医療法人のメリット・デメリット
（１）メリット
① 税率格差による税負担の軽減

個人税率 所得税＋住民税 最高５５％
法人税率 法人税＋法人住民税 最高３５％

② 理事長（院長）給与について給与所得控除の活用
個人事業の場合は、事業主に対する給与の概念がない
法人の場合は、院長も給与所得者であり給与所得控除対象

③ 法人生命保険の利用（費用化）生命保険本来の保障重視
契約内容により保険料の一部を損金算入できる。（但し払戻し後に課税）



④ 役員退職金（理事長）の費用化（損金算入）
個人事業の場合、事業主に対する退職金の概念はなく費用化できない
法人の場合、規定に基づき退職金を支給し損金算入出来る
※役員退職金＝最終報酬月額×勤続年数×功績倍率（２～３倍）

⑤ 社会保険診療報酬について源泉徴収されない
個人事業の場合、支払基金から払込まれる診療報酬は、源泉税が差引か
れて入金となる (診療報酬額－20万円)×10％の源泉徴収
法人の場合は、差引かれない

⑥ 相続対策、事業承継対策、Ｍ＆Ａ（合併･買収）が行いやすい
⑦ 分院及び付帯業務(制限有り)の設置開設が可能

個人事業の場合、複数の診療所開設は、不可
法人の場合は、定款変更認可を受けることにより可能

⑧ 家計と経営の分離による合理化
個人事業の場合、事業用と自家用の収入･支出や資産･負債が混在する
法人の場合、事業用のみであるため、経営管理が行いやすい

（２）デメリット

① 剰余金の配当禁止
医療法人は剰余金の配当が出来ない（医療法第五十四条に規定）

出資持分の評価が高額になることで持分の移転が難しい

相続時の税負担が大

② 交際費の損金算入に限度がある
個人事業の場合、認められれば限度なく費用化可能

法人の場合、一定金額を損金算入出来ない

税理士法人 ＪＰコンサルタンツ ㈱ＪＰコンサルタンツ



※交際費の損金算入限度額
資本金１億円超の法人 ・・・０円
資本金１億円以内の法人・・・交際費≧600万円：600万円
交際費＜600万円の場合：交際費－（交際費×10％）

③ 社会保険への強制加入
保険料負担増（事業主1/2負担）

④ 理事長への貸付金に対する利息認定
法人の場合、税務上認定利息を賦課しなければならない。
しかし、医療法では理事長に対する貸付金自体が剰余金の配当に当た
るとしてその行為自体を禁止している。

⑤ 事業税の免税点がない
個人事業の場合、事業主控除（290万円/年）の規定があるが
法人はなし

⑥ 付帯業務禁止規定により、行い得る業務に制限がある
医療法に定められた本来業務と付帯業務以外行えない

⑦ 都道府県による検査や指導監督権限の強化
決算の終了の都度、税務署以外に主務官庁である都道府県に事業報告
書の提出が医療法に規定されている
決算後、資産の変更登記及び役員の登記（任期満了後）を行う
また、登記完了後都道府県知事に登記事項変更登記完了届の提出が

義 務付けられている
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承継時の必要な手続・方法
（１）手続き

医療法人の事業を承継する場合、出資持分の移転とともに理事長変更をす
ることとなり、諸官庁への手続き必要

（２）方法
理事長の変更にあたっては、社員総会において社員入社の決議と理事の
選任決議また、理事会において理事長の選任決議
議事録をもって、法務局へ理事長の変更登記手続き
都道府県庁へは、役員変更届の提出と登記後、登記事項変更登記完了届の
提出
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諸官庁 手続き

都道府県庁 医療法人役員変更届（理事長）

医療法人の登記事項変更届（理事長の変更）

法務局 理事長の変更登記

税務署 異動届（代表者変更）

保健所 開設許可（届出）事項一部変更届

地方厚生局 保険医療機関届出事項変更届（代表者）



ご清聴有難うございました。

株式会社 ＪＰコンサルタンツ
認定登録医業経営コンサルタント

根 本 清 規
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